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回次
第46期

中間連結会計期間
第47期

中間連結会計期間
第46期

会計期間

自2024年
　５月１日
至2024年
　10月31日

自2025年
　５月１日
至2025年
　10月31日

自2024年
　５月１日
至2025年
　４月30日

売上高 （千円） 13,855,621 14,056,168 29,440,638

経常利益又は経常損失（△） （千円） △223,253 △252,954 388,990

親会社株主に帰属する中間（当

期）純損失（△）
（千円） △166,326 △202,941 △383,550

中間包括利益又は包括利益 （千円） △364,342 △156,658 △789,452

純資産額 （千円） 3,542,388 1,609,224 1,826,176

総資産額 （千円） 25,363,719 22,451,908 22,951,569

１株当たり中間（当期）純損失

（△）
（円） △19.05 △22.89 △43.59

自己資本比率 （％） 14.0 7.2 8.0

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー
（千円） △196,200 204,692 725,243

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー
（千円） △202,669 △317,820 △676,552

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー
（千円） 1,182,089 △108,444 △1,002,012

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（千円） 3,722,547 1,764,433 1,986,006

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者

が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい

る主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は

ありません。

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものであ

ります。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 経営成績の分析

当中間連結会計期間における我が国経済は、雇用及び所得環境の改善等を背景に緩やかな回復が続いておりま

す。一方、米国通商政策の動向や物価上昇に伴う個人消費の弱含み、金融資本市場の変動等、先行きには不透明感

が残っております。

外食業界におきましては、社会経済活動の正常化及びインバウンド需要の回復により来店機会は増加したもの

の、物価高や人手不足に伴うコスト増が続き、収益環境は依然として厳しい状況にあります。また、実質賃金の低

下や高温等の気象の影響により、店舗立地・業態によって需要動向に差異が見られました。

百貨店業界におきましては、国内売上及びインバウンド需要の回復により売上高は前年を上回りましたが、構造

的なコスト増への対応が課題となっております。食料品分野では、季節催事や訪日客の増加を背景に来店需要が堅

調に推移いたしました。惣菜分野におきましても、行楽需要や家庭内食ニーズの高まりにより持ち直しがみられ、

売上高は前年を上回る動きとなりました。

こうした環境下の中、当社グループでは、食材・資材及びエネルギー価格の上昇への対応とそれに伴う賃上げを

実施する一方で、国内に４店舗出店いたしました。海外につきましては、2025年８月にタイ王国において２号店と

なる「銀座しゃぶしゃぶ 甲梅」１店舗を出店、ベトナムに現地法人を設立し、10月に１店舗の運営を開始いたしま

した。

管理部門におきましては、属人的な作業や手作業をＡＩ及びＲＰＡ（Robotic Process Automation：定型的な事

務作業を自動化する仕組み）を活用して効率化・省人化し、労働時間の削減と管理業務の高度化を進めておりま

す。京都・久留米・佐野のセントラルキッチンでは、生産品目の集約・見直しによる効率化に加え、ＯＥＭ化への

取り組みを継続しております。また、情報発信プロジェクトを立ち上げ、グループ内での情報整理・共有の仕組み

を構築するとともに、発信体制の強化を図ってまいりました。さらに、ＳＮＳによる情報発信に加え、対象顧客に

焦点を当てたアプローチを進めることで、認知度の向上及び集客力の拡大に努めております。

サステナビリティ活動におきましては、持続可能な社会の実現及び企業価値の向上に向け、サステナビリティ委

員会を中心に環境・社会・企業統治に関する重要課題を策定し、取り組みを進めております。

セントラルキッチンでは、食品残渣を発酵分解して得られた生成物を原料とした肥料を生産者が使用し、当社は

規格外品を含む農作物を全量買い取り、製造及び店舗で活用する循環型リサイクルシステムを継続しております。

また、大豆「ゆきぴりか」につきましては、生産者との契約栽培を継続し、原材料の安定調達に努めております。

リブランディングに向けては、当社グループの存在意義を“花咲く、食のひとときを。”提供し続けることと再

定義し、持続的な企業価値の創出、特にお客様の特別な日を最上のおもてなしでお迎えできるよう、サービス品質

及びブランド価値の向上に取り組んでおります。また、株主様のご意見を企業経営及び商品開発等に反映するた

め、株主様を対象とした試食会や工場見学会を継続しております。

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は140億56百万円（前年同期比101.4％）、営業損失は１億26百万円

（前年同期は営業損失１億33百万円）、経常損失は２億52百万円（前年同期は経常損失２億23百万円）、親会社株

主に帰属する中間純損失は２億２百万円（前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失１億66百万円）となりまし

た。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

（外食事業）

外食事業におきましては、売上高80億１百万円（前年同期比100.8％）、セグメント利益２億98百万円（前年同期

比159.5％）となりました。

各業態におきましては、ＳＮＳや公式アプリ「うめのあぷり」を活用したデジタル販促を継続し、ブランド認知

の向上を図っております。また、米価や原材料価格の高騰、最低賃金改定に伴う人件費上昇への対応として、価格
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改定やメニューの見直し、店内加工への切り替え等を進めるとともに、人件費・原価管理を徹底し、収益改善に取

り組んでおります。

「湯葉と豆腐の店 梅の花」におきましては、季節素材を活用した限定メニューやアプリ会員向けキャンペーン等

により、ランチ及び懐石の売上高が前年を上回りました。また、敬老の日の高単価弁当販売や、「ふるさと納税返

礼品」としての「おせち」予約も実施いたしました。

「和食鍋処 すし半」におきましては、９月よりグランドメニュー及びランチメニューの価格改定を行い、収益性

の改善に取り組んでおります。また、2025年３月にリニューアルオープンした「旬の寿司と天ぷら すし半 粋 玉造

店」は、客数・客単価ともに前年を上回り推移しております。

「海鮮処 さくら水産」におきましては、人件費及び原価管理の強化に加え、前期に不採算店舗を閉店した効果に

より、業績が大幅に改善しております。

「熊本あか牛しゃぶしゃぶ 甲梅」におきましては、富裕層・インバウンド向け施策や多言語プロモーションによ

り、海外顧客の来店が増加しております。

出店につきましては、2025年６月に「中華料理 梅香 地蔵横丁店」をオープンし、10月には「梅の花の定食や う

めまめ くずはモール店」をオープンいたしました。

（テイクアウト事業）

テイクアウト事業におきましては、売上高50億42百万円（前年同期比102.1％）、セグメント利益２億36百万円

（前年同期比80.2％）となりました。

売上高につきましては、梅の花業態では季節商品や新商品「二段弁当」が堅調に推移し、古市庵業態におきまし

てもイベント商品の販売が寄与した結果、前年を１億１百万円上回りました。また、米価及び原材料価格の高騰に

対応した価格改定を実施したことで客単価が上昇し、売上高の確保に努めております。一方、客数は前年を下回っ

たことから、デジタルスタンプカードの導入や「うめのあぷり」との連携強化、接客体制の向上を通じて来店動機

の強化に取り組んでおります。

営業利益につきましては、原材料費及び資材費の上昇幅が想定を上回ったことから、減益となりました。

出店につきましては、2025年５月に「梅の花 草津近鉄店」をオープンし、同年９月に「梅の花 池袋西武店」及

び「古市庵 池袋西武店」を改装オープンいたしました。さらに、「古市庵 東大阪近鉄店」におきましては、品揃え

の一部を梅の花業態の商品に入れ替えたコーナーを新設し、売上高向上に寄与しております。

（外販事業）

外販事業におきましては、売上高９億87百万円（前年同期比103.0％）、セグメント損失１億67百万円（前年同期

はセグメント損失１億40百万円）となりました。

既存取引先への提案強化に加え、梅の花グループ共栄会に加入する企業へ商品提案を進めるとともに、展示会出

展等を通じて、主力商品「とうふしゅうまい」、寿司、弁当等の販路拡大に取り組みました。その結果、これらの

日配品が堅調に推移し、売上高は前年同期比101.1％となりました。通販におきましても、工場見学会の実施やメル

マガ・アプリ配信等の販促活動が奏功し、売上高は前年同期比103.3％となりました。

営業利益につきましては、価格改定効果の反映時期が手続き等の関係で想定より後ろ倒しとなったことに加え、

外販事業の体制強化に伴う人件費の増加が影響し、前年を下回りました。

（その他）

その他の売上高は24百万円（前年同期比137.9％）、セグメント利益２百万円（前年同期比401.4％）となりまし

た。

当社グループが所有する土地・建物等の有効活用を目的としてストック事業を継続しており、業績動向を踏まえ

ながら、賃貸事業の拡大に向けた検討を進めております。
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ブランド 前期末 出店 退店 中間期末

外食事業

湯葉と豆腐の店　梅の花 69 - - 69

和食鍋処　すし半 8 - - 8

海鮮処　さくら水産 11 - - 11

その他 23 2 - 25

合計 111 2 - 113

テイクアウト事業

古市庵 102 - - 102

梅の花 53 1 - 54

その他 6 - - 6

合計 161 1 - 162

国内計 272 3 - 275

海外計 1 2 - 3

総合計 273 5 - 278

（店舗数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年10月31日現在

(2) 財政状態の分析

（資産）

当中間連結会計期間末における資産は224億51百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億99百万円減少いたしま

した。これは主に、商品及び製品が３億11百万円、並びに現金及び預金が２億35百万円それぞれ減少したことによ

るものであります。

（負債）

当中間連結会計期間末における負債は208億42百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億82百万円減少いたしま

した。これは主に、引当金が71百万円及び固定負債その他が85百万円それぞれ減少したことによるものでありま

す。

（純資産）

当中間連結会計期間末における純資産は16億９百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億16百万円減少いたし

ました。これは主に、普通株式及びＡ種優先株式の配当により資本剰余金が60百万円減少したこと、並びに親会社

株主に帰属する中間純損失２億２百万円の計上によるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して、

２億21百万円減少し、17億64百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は２億４百万円（前年同期は１億96百万円の支出）となりました。

前年同期に比べ４億円収入が増加した主な要因は、税金等調整前中間純損失が１億41百万円増加し、投資有価

証券売却損益が１億75百万円減少した一方、棚卸資産の増減額が３億16百万円、賞与引当金の増減額が１億円増

加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は３億17百万円（前年同期は２億２百万円の支出）となりました。

前年同期に比べ１億15百万円支出が増加した主な要因は、定期預金の払戻による収入が99百万円増加し、有形

固定資産の取得による支出が１億48百万円減少し、投資有価証券の売却による収入が３億38百万円減少したこと

によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は１億８百万円（前年同期は11億82百万円の収入）となりました。

　前年同期に比べ12億90百万円支出が増加した主な要因は、短期借入金の純増減額が１億20百万円増加し、株式

の発行による収入が７億42百万円、長期借入れによる収入が６億49百万円減少したことによるものであります。
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(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金繰り計画に基づき、主に銀行等金融機関か

らの借入により資金を調達しております。借入金のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。

また、営業債務や借入金等は、流動性のリスクに晒されておりますが、当社グループではグループ会社や各部署

からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性

リスクを管理しております。

(5) 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断

するための客観的な指標等について重要な変更はありません。

(6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

(7) 研究開発活動

　該当事項はありません。

３【重要な契約等】

　該当事項はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,700,000

Ａ種優先株式 2,000

計 20,700,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

　（注）当社の発行可能株式総数は、普通株式、Ａ種優先株式の合計で20,700,000株であります。

種類
中間会計期間末

現在発行数（株）
（2025年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（2025年12月15日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,029,200 9,029,200
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数　100株

（注）１

Ａ種優先株式 800 800 非上場
単元株式数　１株

（注）１，２

計 9,030,000 9,030,000 ― ―

②【発行済株式】

　（注）１．当社の株式の単元株式数は、普通株式が100株、Ａ種優先株式が１株であります。また、Ａ種優先株式は議

決権を有しないこととしております。

２．当社の定款「第２章　株式（第11条の２～第11条の８）」において、種類株式について次のとおり定めてお

ります。なお、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

（第２章の２　Ａ種優先株式）

（Ａ種優先配当金）

第11条の２　当会社は、第32条第１項の規定に従い、剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当の基準日の

最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」とい

う。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」といい、Ａ種優先株

主と併せて「Ａ種優先株主等」という。）に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普

通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登

録株式質権者」といい、普通株主と併せて「普通株主等」という。）に先立ち、Ａ種優先配当金と

して、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払

Ａ種優先配当金（次項において定義される。）（もしあれば）の合計額に年率4.0％を乗じて算出

した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、当該剰余金の配

当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日とする。）（同日を含む。）か

ら当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日として日

割計算により算出される金額（以下「Ａ種優先配当金額」という。）を支払う（ただし、除算は最

後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。）。ただし、当該

期末配当の基準日の属する事業年度において、第11条の３に定めるＡ種期中優先配当金を支払った

ときは、その合計額を控除した額を支払うものとする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該

剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がＡ種優先株式を取得した場合、当該Ａ種優先株式

につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

２　ある事業年度において、Ａ種優先株主等に対して支払う１株当たりの剰余金の額が、当該事業年度

に係るＡ種優先配当金額に達しないときは、その不足額（以下「未払Ａ種優先配当金」という。）

は翌事業年度以降に累積する。

３　当会社は、Ａ種優先株主等に対して、Ａ種優先配当金額を超えて剰余金の配当は行わない。

（Ａ種期中優先配当金）

第11条の３　当会社は、第32条第２項又は第33条の規定に従い、事業年度末日以外の日を基準日（以下「期中配

当基準日」という。）とする剰余金の配当（以下「期中配当」という。）をするときは、期中配当

基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主等に対して、普通株主等に先立ち、Ａ

種優先株式１株につき、Ａ種優先株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払Ａ種優先

配当金（もしあれば）の合計額に年率4.0％を乗じて算出した金額について、当該期中配当基準日
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の属する事業年度の初日（ただし、当該期中配当基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合

は、払込期日）（同日を含む。）から当該期中配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数に

つき、365日で除した額（ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小

数第３位を四捨五入する。）の金銭による剰余金の配当（以下「Ａ種期中優先配当金」という。）

を支払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当までの間に、本

条に定めるＡ種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。また、当該期

中配当基準日から当該期中配当が行われる日までの間に、当会社がＡ種優先株式を取得した場合、

当該Ａ種優先株式につき当該期中配当基準日に係る期中配当を行うことを要しない。

（残余財産の分配）

第11条の４　当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、Ａ種優

先株式１株当たり、次条第２項に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額

（ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式におけ

る「償還請求日」を「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。）と、

「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」（残余財産分配日までの間に支払

われたＡ種優先配当金（残余財産分配日までの間に支払われたＡ種期中優先配当金を含む。）の支

払金額をいう。）と読み替えて算出される。）を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数回

にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算

し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。

２　Ａ種優先株主等に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。

（金銭を対価とする償還請求権）

第11条の５　Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対し、分配可能額を取得の上限として、Ａ種優先株式の全部

又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求すること（以下「償還請求」という。）がで

きる。当会社は、かかる請求（以下、償還請求がなされた日を「償還請求日」という。）がなされ

た場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請求のあったＡ種優先株式の一部のみし

か取得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法により取得株式数を

決定する。

２　Ａ種優先株式１株当たりの取得価額は、基本償還価額から、控除価額を控除して算定するものと

し、これらの価額は、以下の算式によって算定される。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小

数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。なお、以下の算式に定める償還請求前支払

済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれに

つき控除価額を計算し、その合計額を基本償還価額から控除する。

（基本償還価額算式）

基本償還価額＝1,000,000円×(１＋0.04)
m+n/365

払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日数を「m 年と

n 日」とし、「m＋n/365」は「（１＋0.04）」の指数を表す。

（控除価額算式）

控除価額＝償還請求前支払済優先配当金×(１＋0.04)
x+y/365

「償還請求前支払済優先配当金」とは、払込期日以降に支払われたＡ種優先配当金（償還請求日

までの間に支払われたＡ種期中優先配当金を含む。）の支払金額とする。

償還請求前支払済優先配当金の支払日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの

期間に属する日の日数を「x 年とy 日」とし、「x＋y/365」は「（１＋0.04）」の指数を表す。

３　本条第１項に基づく償還請求の効力は、Ａ種優先株式に係る償還請求書が当会社本店に到着したと

きに発生する。

（金銭を対価とする取得条項）

第11条の６　当会社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日（以下、本条において「強制償

還日」という。）の到来をもって、Ａ種優先株式の全部又は一部を、分配可能額を取得の上限とし

て、金銭と引換えに取得することができる。Ａ種優先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽

選その他取締役会決議に基づき定める合理的な方法による。Ａ種優先株式１株当たりの取得価額

は、前条第２項に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額（ただし、基本

償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求

日」を「強制償還日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「強制償還前支払済優先配当金」

（強制償還日までの間に支払われたＡ種優先配当金（強制償還日までの間に支払われたＡ種期中優

先配当金を含む。）の支払金額をいう。）と読み替えて算出される。）とする。なお、強制償還前

支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞ

れにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。
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（議決権）

第11条の７　Ａ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

（株式の併合又は分割等）

第11条の８　法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。Ａ種

優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権

の無償割当てを行わない。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

2025年５月１日～

2025年10月31日
―

普通株式

9,029,200

Ａ種優先株式

800

― 100,000 ― ―

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2025年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

梅野　久美恵 福岡県久留米市 712,200 8.03

株式会社梅野企画 福岡県久留米市櫛原町71番地の7 242,800 2.73

麒麟麦酒株式会社 東京都中野区中野４丁目10－２ 201,300 2.27

株式会社フジオフードグループ本社 大阪府大阪市北区菅原町２－16 135,500 1.52

株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１－１ 96,400 1.08

梅の花従業員持株会 福岡県久留米市天神町146 71,000 0.80

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 45,600 0.51

鳥越製粉株式会社 福岡県うきは市吉井町276－１ 35,700 0.40

株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神２丁目13－１ 24,800 0.27

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号 24,000 0.27

計 － 1,589,300 17.92

2025年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決権
に対する所有議
決権数の割合

（％）

梅野　久美恵 福岡県久留米市 7,122 8.04

株式会社梅野企画 福岡県久留米市櫛原町71番地の７ 2,428 2.74

麒麟麦酒株式会社 東京都中野区中野４丁目10－２ 2,013 2.27

株式会社フジオフードグループ本社 大阪府大阪市北区菅原町２－16 1,355 1.53

株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１－１ 960 1.08

梅の花従業員持株会 福岡県久留米市天神町146 710 0.80

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 456 0.51

鳥越製粉株式会社 福岡県うきは市吉井町276－１ 357 0.40

株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神２丁目13－１ 248 0.28

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号 240 0.27

計 － 15,889 17.94

（５）【大株主の状況】

①　所有株式数別

（注）上記のほか当社所有の自己株式162,360株があります。

②　所有議決権数別
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2025年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 800 － （注）１

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 162,300 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,852,500 88,525 －

単元未満株式 普通株式 14,400 － －

発行済株式総数 9,030,000 － －

総株主の議決権 － 88,525 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）１．Ａ種優先株式の内容につきましては、「１　株式等の状況　（１）株式の総数等　②　発行済株式」に記載

しております。

２．「完全議決権株式(その他)」の「株式数」には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。

また、「議決権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれております。

３．「単元未満株式」欄の「普通株式」には、当社が保有する自己株式60株が含まれております。

2025年10月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数

の合計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％）

株式会社梅の花グル

ープ

福岡県久留米市

天神町146番地
162,300 － 162,300 1.79

計 ― 162,300 － 162,300 1.79

②【自己株式等】

（注）当社は、上記のほか、単元未満の自己株式60株を保有しております。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年５月１日から2025年10月

31日まで）に係る中間連結財務諸表について、如水監査法人による期中レビューを受けております。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2025年４月30日)

当中間連結会計期間
(2025年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,076,535 1,841,015

売掛金 1,632,406 1,654,638

商品及び製品 1,802,913 1,491,630

原材料及び貯蔵品 312,174 284,227

その他 1,022,211 1,050,868

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 6,845,740 6,321,879

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,162,683 5,053,407

土地 7,238,944 7,241,415

その他（純額） 675,489 676,624

有形固定資産合計 13,077,116 12,971,447

無形固定資産

その他 180,398 159,371

無形固定資産合計 180,398 159,371

投資その他の資産

退職給付に係る資産 526,296 582,249

その他 2,322,016 2,416,960

投資その他の資産合計 2,848,312 2,999,209

固定資産合計 16,105,828 16,130,029

資産合計 22,951,569 22,451,908

１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2025年４月30日)

当中間連結会計期間
(2025年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 673,569 636,525

短期借入金 4,333,000 4,333,000

１年内返済予定の長期借入金 1,890,684 3,029,632

未払法人税等 62,858 24,741

資産除去債務 71,838 6,730

引当金 268,545 197,390

その他 1,930,041 1,875,659

流動負債合計 9,230,537 10,103,678

固定負債

長期借入金 10,357,650 9,198,512

資産除去債務 1,346,415 1,434,872

その他 190,789 105,621

固定負債合計 11,894,855 10,739,005

負債合計 21,125,392 20,842,684

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 2,741,716 2,681,512

利益剰余金 △564,493 △767,435

自己株式 △368,462 △368,552

株主資本合計 1,908,759 1,645,525

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 79,126 109,466

為替換算調整勘定 △127,408 △128,634

退職給付に係る調整累計額 △29,540 △14,770

その他の包括利益累計額合計 △77,822 △33,938

非支配株主持分 △4,761 △2,361

純資産合計 1,826,176 1,609,224

負債純資産合計 22,951,569 22,451,908
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（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　2024年５月１日
　至　2024年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　2025年５月１日

　至　2025年10月31日)

売上高 13,855,621 14,056,168

売上原価 4,798,164 5,009,967

売上総利益 9,057,456 9,046,200

販売費及び一般管理費 ※ 9,190,953 ※ 9,173,037

営業損失（△） △133,496 △126,837

営業外収益

その他 24,173 26,073

営業外収益合計 24,173 26,073

営業外費用

支払利息 56,854 85,462

株式関連費 41,877 51,786

その他 15,197 14,941

営業外費用合計 113,929 152,190

経常損失（△） △223,253 △252,954

特別利益

閉店損失引当金戻入額 － 69,389

その他 185,543 9,871

特別利益合計 185,543 79,261

特別損失

減損損失 93,387 100,736

その他 2,061 680

特別損失合計 95,449 101,416

税金等調整前中間純損失（△） △133,158 △275,109

法人税、住民税及び事業税 27,657 25,407

法人税等調整額 20,558 △99,974

法人税等合計 48,216 △74,566

中間純損失（△） △181,375 △200,542

非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に

帰属する中間純損失（△）
△15,048 2,399

親会社株主に帰属する中間純損失（△） △166,326 △202,941

（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
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（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　2024年５月１日
　至　2024年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　2025年５月１日

　至　2025年10月31日)

中間純損失（△） △181,375 △200,542

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △153,568 30,339

退職給付に係る調整額 △21,472 14,770

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,925 △1,225

その他の包括利益合計 △182,967 43,883

中間包括利益 △364,342 △156,658

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 △349,294 △159,057

非支配株主に係る中間包括利益 △15,048 2,399

【中間連結包括利益計算書】
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（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自　2024年５月１日
　至　2024年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　2025年５月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △133,158 △275,109

減価償却費 403,928 383,067

減損損失 93,387 100,736

のれん償却額 6,373 6,373

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,280 8,060

閉店損失引当金の増減額(△は減少） △4,455 △79,215

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 23,140 △78,422

受取利息及び受取配当金 △2,271 △4,980

支払利息 56,854 85,462

持分法による投資損益（△は益） △6,797 3,849

投資有価証券売却損益（△は益） △185,374 △9,871

売上債権の増減額（△は増加） △3,069 △22,231

棚卸資産の増減額（△は増加） 22,911 339,230

仕入債務の増減額（△は減少） △100,091 △37,043

その他 △157,108 △70,873

小計 △78,011 349,031

利息及び配当金の受取額 1,594 4,404

利息の支払額 △58,033 △85,218

法人税等の支払額 △71,325 △63,524

法人税等の還付額 9,576 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △196,200 204,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △54,001 △85,052

定期預金の払戻による収入 － 99,000

有形固定資産の取得による支出 △428,280 △279,361

有形固定資産の除却による支出 △1,256 △707

無形固定資産の取得による支出 △4,706 △550

投資有価証券の取得による支出 △2,454 △1,874

投資有価証券の売却による収入 352,820 14,443

資産除去債務の履行による支出 △92,717 △57,382

関係会社株式の取得による支出 － △26,981

敷金及び保証金の回収による収入 59,626 40,263

敷金及び保証金の差入による支出 △30,594 △18,358

その他 △1,106 △1,258

投資活動によるキャッシュ・フロー △202,669 △317,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △120,000 －

長期借入れによる収入 1,599,000 950,000

長期借入金の返済による支出 △889,293 △970,190

株式の発行による収入 742,068 －

自己株式の取得による支出 △88 △89

配当金の支払額 △119,738 △59,776

その他 △29,859 △28,388

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,182,089 △108,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 783,219 △221,572

現金及び現金同等物の期首残高 2,939,327 1,986,006

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 3,722,547 ※ 1,764,433

（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（会計上の見積りの変更）

（資産除去債務の見積りの変更）

当中間連結会計期間において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務につ

いて、退店等の新たな情報の入手に伴い、店舗の退店時に必要とされる原状回復費用に関して見積りの変更を行いま

した。

この見積りの変更により資産除去債務が79,274千円増加し、従来の方法に比べ、当中間連結会計期間の営業損失及

び経常損失がそれぞれ2,508千円増加しております。また、計上した有形固定資産の一部について減損損失として

50,391千円計上しております。これにより税金等調整前中間純損失が52,899千円増加しております。

（１）処分期日 2025年11月11日

（２）処分する株式の種類及び数 当社普通株式　18,800株

（３）処分価額 １株につき　841円

（４）処分総額 15,810,800円

（５）処分方法（割当先）
第三者割当の方法による

（梅の花従業員持株会　18,800株）

（追加情報）

（従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分）

　当社は、2025年10月８日開催の取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度（以下

「本制度」といいます。）に基づき、梅の花従業員持株会（以下「本持株会」といいます。）を割当予定先として、

譲渡制限付株式としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。）を行うことについて

決議し、2025年11月11日に本自己株式処分の手続きを完了いたしました。

１．処分の概要

２．処分の目的及び理由

　当社は、2025年10月８日開催の取締役会において、本持株会に加入する当社の従業員のうち、対象従業員に対

し、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じた当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限

付株式として取得する機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一

層の価値共有を進めることを目的とした本制度を導入することを決議し、本制度に基づき、本持株会を割当先と

して本自己株式処分を行うことを決議いたしました。
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前連結会計年度
（2025年４月30日）

当中間連結会計期間
（2025年10月31日）

ＵＭＥＮＯＨＡＮＡ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）

ＣＯ．，ＬＴＤ．

－　千円 80,000千円

（中間連結貸借対照表関係）

保証債務

　持分法を適用した非連結子会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

前中間連結会計期間
(自　2024年５月１日

　至　2024年10月31日)

当中間連結会計期間
(自　2025年５月１日
　至　2025年10月31日)

給与及び賞与 3,889,096千円 3,909,745千円

賞与引当金繰入額 208,560 178,850

賃借料 1,761,448 1,761,058

（中間連結損益計算書関係）

　　　　※　販売費及び一般管理費の主要な項目と金額は以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自  2024年５月１日

至  2024年10月31日）

当中間連結会計期間
（自  2025年５月１日

至  2025年10月31日）

現金及び預金勘定 3,246,304千円 1,841,015千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △469,026 △616,087

流動資産　その他（証券会社預け金） 945,269 539,505

現金及び現金同等物 3,722,547 1,764,433

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとお

りであります。
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（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年７月26日

定時株主総会

普通株式 40,235 5 2024年４月30日 2024年７月29日 その他資本剰余金

Ａ種優先株式 80,000 40,000 2024年４月30日 2024年７月29日 その他資本剰余金

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年12月16日

取締役会

普通株式 44,335 5 2024年10月31日 2025年１月15日 その他資本剰余金

Ａ種優先株式 16,220 20,276.18 2024年10月31日 2025年１月15日 その他資本剰余金

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年７月29日

定時株主総会

普通株式 44,334 5 2025年４月30日 2025年７月30日 その他資本剰余金

Ａ種優先株式 15,868 19,835.62 2025年４月30日 2025年７月30日 その他資本剰余金

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年12月15日

取締役会

普通株式 44,334 5 2025年10月31日 2026年１月15日 その他資本剰余金

Ａ種優先株式 16,131 20,164.38 2025年10月31日 2026年１月15日 その他資本剰余金

（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年５月１日　至　2024年10月31日）

１．配当金支払額

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の

末日後となるもの

（株主資本の金額の著しい変動）

当社は、2024年５月10日開催の取締役会決議に基づき、当中間連結会計期間において公募による新株式発行（一般

募集）及び第三者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる売出し）を行いました。このため、2024年

５月27日を払込期日とする公募による700,000株の新株式（普通株式）発行により、資本金及び資本準備金がそれぞ

れ320,019千円増加しております。また、2024年６月26日を払込期日とする第三者割当による120,000株の新株式（普

通株式）発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ54,860千円増加しております。

この結果、当中間連結会計期間末において、資本金が474,879千円、資本準備金が374,879千円となっております。

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年５月１日　至　2025年10月31日）

１．配当金支払額

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の

末日後となるもの
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

中間連結損
益計算書計
上額（注）

３
外食事業

テイクア
ウト事業

外販事業 計

売上高

顧客との契

約から生じ

る収益

7,938,211 4,941,067 958,624 13,837,903 － 13,837,903 － 13,837,903

その他の収

益
－ － － － 17,717 17,717 － 17,717

外部顧客へ

の売上高
7,938,211 4,941,067 958,624 13,837,903 17,717 13,855,621 － 13,855,621

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

1,682 5 － 1,688 724 2,412 △2,412 －

計 7,939,894 4,941,072 958,624 13,839,591 18,442 13,858,034 △2,412 13,855,621

セグメント利

益又は損失

（△）

186,931 294,159 △140,319 340,771 667 341,439 △474,936 △133,496

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年５月１日　至　2024年10月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループが所有する

土地・建物等有効活用を目的としたストック事業であります。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額△474,936千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。

　　　　　なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失の計上額は、「外食事業」21,872千円、「テイクアウト事

業」3,117千円、「外販事業」68,398千円であります。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

中間連結損
益計算書計
上額（注）

３
外食事業

テイクア
ウト事業

外販事業 計

売上高

顧客との契

約から生じ

る収益

8,001,776 5,042,464 987,452 14,031,693 － 14,031,693 － 14,031,693

その他の収

益
－ 49 － 49 24,425 24,475 － 24,475

外部顧客へ

の売上高
8,001,776 5,042,513 987,452 14,031,742 24,425 14,056,168 － 14,056,168

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

1,769 4 － 1,773 724 2,497 △2,497 －

計 8,003,545 5,042,518 987,452 14,033,516 25,149 14,058,666 △2,497 14,056,168

セグメント利

益又は損失

（△）

298,087 236,019 △167,601 366,505 2,679 369,185 △496,022 △126,837

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年５月１日　至　2025年10月31日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループが所有する

土地・建物等有効活用を目的としたストック事業であります。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額△496,022千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用

であります。

　　　　　なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失の計上額は、「外食事業」83,880千円、「テイクアウト事

業」6,352千円、「外販事業」10,504千円であります。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。
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項目
前中間連結会計期間

（自　2024年５月１日
至　2024年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年５月１日

至　2025年10月31日）

１株当たり中間純損失（△） △19円５銭 △22円89銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する中間純損失（△）

（千円）
△166,326 △202,941

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

(うち優先配当額（千円）） (－） (－）

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損

失（△）（千円）
△166,326 △202,941

普通株式の期中平均株式数（株） 8,893,765 8,866,905

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

①配当金の総額 44,334千円

②１株当たりの金額 5円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2026年１月15日

①配当金の総額 16,131千円

②１株当たりの金額 20,164円38銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2026年１月15日

２【その他】

　2026年４月期の中間配当について、2025年12月15日開催の取締役会において、次のとおり中間配当を行うことを

決議いたしました。

（１）普通株式

（注）2025年10月31日の株主名簿に記録された株主様に対し、支払を行います。

（２）Ａ種優先株式
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年12月12日

株式会社梅の花グループ

取締役会　御中

如水監査法人

福岡県福岡市

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 松尾　拓也

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 内田　健二

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社梅の花

グループの2025年５月１日から2026年４月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年５月１日から2025年10

月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算

書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、株式会社梅の花グループ及び連結子会社の2025年10月31日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用

される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。



（注）１　上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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１【半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　当社代表取締役社長ＣＯＯ　鬼塚　崇裕は、当社の第47期中（自2025年５月１日　至2025年10月31日）の半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

　特記すべき事項はありません。


